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当社子会社に対する訴訟の提起に関するお知らせ 

 

株式会社ハピネットは、本日付の「訴訟の提起に関するお知らせ」において、当社子会社の株式会社

ＳＲＡに対して損害賠償請求訴訟を提起した旨を公表しましたので、その内容を下記のとおりお知らせ

いたします。 

なお、裁判所からの訴状の送達が現時点で未了であるため、訴状の送達により公表すべき内容が確認

された場合は、改めて開示いたします。 

   

記 

 

１．訴訟を提起した者 

 （１）名       称   株式会社ハピネット 

   （２）所 在 地   東京都台東区駒形二丁目４番５号 

   （３）代表者の役職・氏名   代表取締役 苗手 一彦 

 

 ２．訴訟の提起があった裁判所 

   東京地方裁判所 

 

 ３．訴訟の内容及び損害賠償金額 

   訴状を確認した上で改めて開示いたします。 

 

 ４．訴訟の提起の経緯等 

      株式会社ＳＲＡは既に平成 23年 3 月 31 日に、株式会社ハピネットを被告として東京地方裁判所に 

訴訟を提起しており、その内容につきましては、同日付で当社が「損害賠償等請求訴訟提起に関する

お知らせ」を開示しております。 

   株式会社ＳＲＡは正当な理由で訴訟を提起しており、裁判においては、株式会社ハピネットに対し

て、断固たる姿勢で正当性を主張してまいります。 

   なお、本訴訟の進捗に応じて必要な開示事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 


